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(57)【要約】
【課題】複数設置する場合でも部材点数を増やすことな
く、且つ組立作業性を向上させる
ことができること。
【解決手段】端子装置１はケース２と速結端子１７と第
１及び第２の延出片４４，４５と
を備える。ケース２は、絶縁性材料により略矩形箱状に
形成され、１乃至複数の挿通孔５
１が貫設される。速結端子１７は、挿通孔５１と各々対
向してケース２内に配設される錠
ばね３を備え、挿通孔５１を通じて挿通される電線を接
続する。第１及び第２の延出片４
４，４５は、導電性材料により矩形板状に形成されケー
ス２の長手方向両端部から各々外
部に向かってケース２の底部と平行に延出する。第１及
び第２の延出片４４，４５はケー
ス２内で速結端子１７と電気的に接続される。第１及び
第２の延出片４４，４５には各々
ネジが挿通される孔部９が貫設され、第１の延出片４４
は、第２の延出片４５に対して第
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性材料により略矩形箱状に形成され１乃至複数の挿通孔が貫設されるケースと、前
記挿通孔と各々対向して前記ケース内に配設され、前記挿通孔を通じて挿通される電線を
鎖錠接続する速結端子と、導電性材料により扁平な矩形板状に形成されて前記ケースの長
手方向両端部から各々外部に向かって前記ケースの底部と平行に延出するとともに前記ケ
ース内で前記速結端子と電気的に接続される第１及び第２の延出片と、を備え、
　前記第１及び第２の延出片には、各々ネジが挿通される孔部が貫設され、前記第１の延
出片は、前記第２の延出片に対して前記第２の延出片の厚さ幅程度だけ前記ケースの前記
底部寄りに配置されることを特徴とする端子装置。
【請求項２】
　前記ケースの前記底部側から前記第１の延出片と当接し、且つ前記孔部を介して前記ネ
ジが螺合するためのネジ孔を有した端子台が配設されることを特徴とする請求項１記載の
端子装置。
【請求項３】
　前記ケースには、分電盤内に着脱自在に取り付けるための取付手段が設けられているこ
とを特徴とする請求項１または２記載の端子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネジによらずに電線を接続する、所謂速結の端子装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ネジによらずに電線の接続を可能にした、所謂速結の端子装置が提供されて
いる。そして、この種の端子装置は、例えば住宅等の屋内に設置される分電盤内に取り付
けられ、分電盤の各分岐ブレーカより配電される電源コンセントのアース端子と電線を介
して電気的に接続されることで、電源コンセントに接続される電気機器の接地を行ってい
る。
【０００３】
　このような端子装置の一例として特許文献１に記載されているものがあり、その端子装
置８０を図５～図７に示す。端子装置８０は、図５に示すように、ケース８１と、速結端
子８４（図５中には図示せず）と、一対の延出片８５，８５とを備える。
【０００４】
　ケース８１は、図５に示すように、絶縁性材料により全体として略矩形箱状に形成され
ており、一面が開口する箱型の上ケース８２と、細長矩形板状に形成されて上ケース８２
の開口を塞ぐように取り付けられるケース８１の底部たる下ケース８３とから構成される
。また、上ケース８２の上壁部８２ａには４個の挿通孔８２ｂが貫設され、上ケース８２
の左右壁部８２ｃ，８２ｄの下方周縁部には上方に窪んでなる凹所８２ｅ（図中では左壁
部８２ｃ側のみ図示）が各々設けられている。
【０００５】
　速結端子８４は、図６に示すように、４個の錠ばね８４ａ（図６中では１個のみ図示）
と端子板８４ｂとから構成される。錠ばね８４ａは、弾性を有する導電性材料によって形
成された帯板の中央部たる中央片８４ｃと、帯板の一端部が略Ｌ字形状に曲折されること
で中央片８４ｃとの距離を広げるように傾斜する鎖錠片８４ｄと、前記帯板の他端部が略
Ｓ字形状に曲折されることで中央片８４ｃの厚み方向に弾性を有する押圧片８４ｅとから
構成される。端子板８４ｂは、導電性材料により図６の正面から見たときに上方に開口す
るコ字形状に形成されてなり、矩形板形状に形成される連結片８４ｆと、連結片８４ｆに
より連結されて互いに対向する端子片８４ｇ及び当接片８４ｈとから構成される。
【０００６】
　そして、４個の錠ばね８４ａは、図６に示すように、中央片８４ｃを端子板８４ｂの当
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接片８４ｈに当接させ、鎖錠片８４ｄ及び押圧片８４ｅを端子板８４ｂの端子片８４ｇに
対向させて、更に４個の挿通孔８２ｂと各々対向するように当接片８４ｈと端子片８４ｇ
との間に配置される。
【０００７】
　一対の延出片８５，８５は、図５に示すように、導電性材料により扁平な矩形板状に形
成され、上ケース８２の凹所８２ｅを通じて各々外部に向かって下ケース８３と平行に延
出するとともにケース８１内で速結端子８４と電気的に接続される。また、一対の延出片
８５，８５には各々ネジ８６が挿通される孔部８５ａが貫設されている。下ケース８３に
は、孔部８５ａと対向してネジ孔（図示せず）が穿設されるナット（図示せず）が埋設さ
れており、孔部８５ａ，８５ａを挿通する２本のネジ８６，８６が前記ネジ孔に螺合する
ことで延出片８５，８５と下ケース８３とが固定される。
【０００８】
　上述の端子装置８０は、図７に示すように、例えば分電盤８７内の分岐ブレーカ８８近
傍に取り付けられる。そして、電線８９の一端部は、図６に示すように、挿通孔８２ｂに
挿通されて、その他端部（図示せず）は、各分岐ブレーカ８８と対応する電源コンセント
（図示せず）のアース端子に接続される。このとき挿通された電線８９の一端部は、錠ば
ね８４ａの押圧片８４ｅによって端子板８４ｂの端子片８４ｇに押圧付勢されることで、
電線８９と速結端子８４とが電気的に接続される。更に、錠ばね８４ａの鎖錠片８４ｄの
先端が前記一端部に食い込んで係止することにより電線８９は速結端子８４に鎖錠接続さ
れる。因って、端子装置８０は、ネジを用いることなく電線８９を接続することができ、
配線作業性に優れている。
【０００９】
　ところで、端子装置８０には１つにつき４個の錠ばね８４ａが設けられ、１台の分岐ブ
レーカ８８と対応する錠ばね８４ａは１個である。例えば、分電盤８７内に配設される分
岐ブレーカ８８が１２台であれば端子装置８０を最大で３つ取り付ける必要がある。この
様に分電盤８７内に複数取り付ける場合、端子装置８０は、図７に示すように、各々ケー
ス８１の長手方向を左右方向に向けて、隣接し合うケース８１，８１の互いの長手方向端
部同士をつき合わせながら左右方向に並設される。このとき、隣接し合う延出片８５，８
５に各々挿通する２本のネジ８６，８６で導電性材料より矩形板状に形成される接続板９
０をネジ止めすることにより隣接し合う端子装置８０同士が連結される。そして、隣接し
合う全ての端子装置８０同士が接続板９０によって連結されることで、延出片８５及び接
続板９０を通じて全ての端子装置８０内の速結端子８４同士が電気的に接続される。尚、
上述の複数の端子装置８０のうち何れか１つの延出片８５に接地線（図示せず）がネジ８
６によりネジ止めされている。この接地線を通じて各分岐ブレーカ８８より配電される電
気機器の接地が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０００－２４３４８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、従来の端子装置８０は、分電盤８７内に複数取り付ける場合、上述した
通り新たに接続板９０を用意する必要があり、部材点数が増えるという問題があった。ま
た、１つの接続板９０に対してネジ８６，８６で２箇所ネジ止めする必要があり、組立作
業性が悪いという問題もあった。
【００１２】
　本発明は上記事由に鑑みて為されたものであり、その目的は、複数設置する場合でも部
材点数を増やすことなく、且つ組立作業性を向上させることができる端子装置を提供する
ことにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１３】
　請求項１の発明は、上記目的を達成するために、絶縁性材料により略矩形箱状に形成さ
れ１乃至複数の挿通孔が貫設されるケースと、前記挿通孔と各々対向して前記ケース内に
配設され、前記挿通孔を通じて挿通される電線を鎖錠接続する速結端子と、導電性材料に
より扁平な矩形板状に形成されて前記ケースの長手方向両端部から各々外部に向かって前
記ケースの底部と平行に延出するとともに前記ケース内で前記速結端子と電気的に接続さ
れる第１及び第２の延出片と、を備え、前記第１及び第２の延出片には、各々ネジが挿通
される孔部が貫設され、前記第１の延出片は、前記第２の延出片に対して前記第２の延出
片の厚さ幅程度だけ前記ケースの前記底部寄りに配置されることを特徴とする。
【００１４】
　この発明によれば、前記第１の延出片は、前記第２の延出片に対して前記第２の延出片
の厚さ幅程度だけ前記ケースの前記底部寄りに配置されるので、例えば複数の端子装置を
分電盤内に取り付ける場合、隣接し合う端子装置の前記ケースの前記底部同士を互いに面
一としながら、一方の端子装置の前記第１の延出片と、他方の端子装置の前記第２の延出
片とを互いの前記孔部の中心部が一致するように重ね合わせることができる。そして、１
本の前記ネジを各々の前記孔部に挿通することで隣接し合う前記ケース同士を連結させる
ことができる。従って、複数設置する場合でも部材点数を増やすことなく、且つ組立作業
性を向上させることができる。
【００１５】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、前記ケースの前記底部側から前記第１の
延出片と当接し、且つ前記孔部を介して前記ネジが螺合するためのネジ孔を有した端子台
が配設されることを特徴とする。
【００１６】
　この発明によれば、前記ケースの前記底部側から前記第１の延出片と当接し、且つ前記
孔部を介して前記ネジが螺合するためのネジ孔を有した端子台が配設されるので、例えば
複数の端子装置を分電盤内に取り付ける場合、隣接し合う一方の端子装置の前記第１の延
出片と、他方の端子装置の前記第２の延出片とを互いの前記孔部の中心部が一致するよう
に重ね合わせて、１本の前記ネジを各々の前記孔部に挿通してから前記端子台の前記ネジ
孔に螺合すれば隣接し合う前記ケース同士をより強固に連結させることができ、接触信頼
性を向上させることができる。
【００１７】
　請求項３の発明は、請求項１または２の発明において、前記ケースには、分電盤内に着
脱自在に取り付けるための取付手段が設けられていることを特徴とする。
【００１８】
　この発明によれば、前記ケースには、分電盤内に着脱自在に取り付けるための取付手段
が設けられているので、取付け及び取外しの際に工具を必要とせず作業性に優れている。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明では、複数設置する場合でも部材点数を増やすことなく、且つ組立作業性を向上
させることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態の正面断面図である。
【図２】同上における分解斜視図である。
【図３】（ａ）及び（ｂ）は同上における２つの端子装置を分電盤内に連結して取り付け
るときの説明図である。
【図４】同上における分電盤内に取り付けられて接地線及び電線が接続されたときの斜視
図である。
【図５】特許文献１に記載される従来の端子装置の斜視図である。
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【図６】同上における左側面断面図である。
【図７】同上における複数の端子装置を分電盤内に連結して取り付けるときの説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について、図１～図４を参照して説明する。尚、以下の説明で
は、図２において上下左右前後方向を規定している。また、図１は、図３（ａ）に図示さ
れる端子装置１を点線位置で切った正面断面図を示す。本実施形態の端子装置１は、図１
及び図２に示すように、ケース２と、速結端子１７と、第１及び第２の延出片４４，４５
とを備える。
【００２２】
　ケース２は、図１及び図２に示すように、絶縁性材料により全体として略矩形箱状に形
成されており、一面が開口する箱型の上ケース５と、細長矩形板状に形成されて上ケース
５の開口を塞ぐように取り付けられるケース２の底部たる下ケース６とから構成される。
【００２３】
　上ケース５の上壁部５ａには、図１及び図２に示すように、前後方向中心部より後方寄
りに左右に亘って６個の挿通孔５１が等間隔毎に貫設される。６個の挿通孔５１の前方に
は、図２に示すように、近接して各々溝５２が貫設される。
【００２４】
　上ケース５の前壁部５ｂ、及び後壁部５ｃの下方には、図２に示すように、各々貫通す
る一対の係止孔５３が左右方向に並設される。更に、一対の係止孔５３より左右方向の外
側には後述する分電盤の取付台１０に着脱自在に取り付けるための取付手段たる一対の段
部５４が突設される。上ケース５の左壁部２ｄ、及び右壁部２ｅの下方周縁部には、上方
へ窪んでなる凹所５５が各々設けられ、更に凹所５５の後部には上方に向かって細長矩形
状に切り欠かれてなる差込口５６が各々配設される。
【００２５】
　下ケース６の前後両端部周縁には、図２に示すように、上方に向かって延びて先述の上
ケース５の係止孔５３に弾性係止する爪部６１が一対ずつ突設されている。そして、下ケ
ース６の右端部には、図１及び図２に示すように、略角筒状に形成された端子台１６が一
体に設けられており、その端子台１６の上端部には、ネジ孔８が穿設されたナット７が埋
設されている。
【００２６】
　速結端子１７は、図１及び図２に示すように、６個の錠ばね３と、端子板４とから構成
される。６個の錠ばね３は、弾性を有する導電性材料によって形成された帯板の中央部た
る中央片３３と、帯板の一端部が略Ｌ字形状に曲折されることで中央片３３との距離を広
げるように傾斜する鎖錠片３１と、前記帯板の他端部が略Ｓ字形状に曲折されることで中
央片３３の厚み方向に弾性を有する押圧片３２とから構成される。
【００２７】
　端子板４は、図２に示すように、導電性材料により左方から見たときに上方に開口する
コ字形状に形成されてなり、矩形板形状に形成される連結片４１と、連結片４１により連
結されて互いに対向する当接片４２及び端子片４３とから構成される。また、端子板４に
は端子片４３の右端部、及び左端部が前方に曲折して更にその上端部が左右方向に対して
外側に曲折してなる第１の延出片４４と第２の延出片４５とが各々配設される。そして、
第１及び第２の延出片４４，４５には孔部９，９が各々貫設される。但し、第１の延出片
４４と第２の延出片４５とでは、図１に示すように、前述の曲折する上下位置が異なり、
第１の延出片４４は、第２の延出片４５に対して第２の延出片４５の厚さ幅程度だけ下ケ
ース６寄りに配置されるように曲折する位置を下げている。尚、本実施形態の第１の延出
片４４と第２の延出片４５とは互いに同形で厚さ幅も等しくしている。
【００２８】
　次に本実施形態の端子装置１の組立て手順について説明する。先ず、６個の錠ばね３を
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端子板４の連結片４１に向かって挿入する。このとき、錠ばね３の中央片３３を端子板４
の当接片４２に当接させて、鎖錠片３１及び押圧片３２を端子板４の端子片４３に対向さ
せる。次に、第１の延出片４４の孔部９と端子台１６のネジ孔８とを対向させながら第１
の延出片４４を端子台１６の上端部に当接させて、端子板４の連結片４１を下ケース６に
載置する。次に、上ケース５の開口する一面を下方に向け、上ケース５の差込口５６，５
６を端子板４の端子片４３の左右両端部に各々嵌入させながら下ケース６に向かって降ろ
す。すると、下ケース６の爪部６１は各々弾性変形により内側に撓みながら上ケース５の
開口内に挿入されて、弾性復帰力により上ケース５の係止孔５３に各々係止する。前記係
止により上ケース５と下ケース６とが結合し、６個の錠ばね３及び端子板４がケース２内
に収納される。また、６個の錠ばね３は、ケース２内で６個の挿通孔５１と各々対向して
配置される。そして、第１及び第２の延出片４４，４５は、図１に示すように、ケース２
の左右両端部から各々外部に向かって下ケース６と平行に延出される。
【００２９】
　次に本実施形態の端子装置１を２つ用意して（以下、端子装置１Ａ，１Ｂとする）、こ
れらの分電盤（図示せず）内に配設される取付台１０への取付け手順について図３を参照
しながら説明する。尚、端子装置１Ｂが上述の端子装置１と全く共通であるのに対して、
端子装置１Ａは端子装置１Ｂや上述の端子装置１と一部異なり、その下ケース６の左端部
にも第２の延出片４５と当接する端子台１６が配設されている。また、分電盤の取付台１
０は、図３（ａ）に示すように、合成樹脂材料により全体として略細長矩形板状に形成さ
れる。取付台１０の前後方向両端部には左右両端に亘って細長矩形板状の側片１０ａ，１
０ａが延設されており、これにより端子装置１Ａ，１Ｂが嵌入するための溝部１０ｂが形
成される。側片１０ａ，１０ａには前後方向に貫通する４つの受部１０ｃが各々設けられ
ている。
【００３０】
　先ず、図３（ａ）に示すように、端子装置１Ａの第２の延出片４５に当接する端子台１
６を取付台１０の左端部側に向けて端子装置１Ａと取付台１０の互いの長手方向を揃える
。次に、端子装置１Ａの下ケース６と取付台１０の溝部１０ｂとを対向させながら端子装
置１Ａを溝部１０ｂに押圧して挿入する。すると、上ケース５の段部５４は側片１０ａ，
１０ａを弾性変形により各々前後方向に対して外側に撓ませながら下方に摺動する。段部
５４が受部１０ｃに達すると側片１０ａ，１０ａが弾性復帰力により元の状態に戻るとと
もに段部５４が受部１０ｃに嵌合して、端子装置１Ａが取付台１０に取り付けられる。ネ
ジ１１は、端子装置１Ａの第２の延出片４５の孔部９に挿通して端子台１６のネジ孔８に
螺合することで取り付けられる。
【００３１】
　次に、端子装置１Ｂの第２の延出片４５を端子装置１Ａの第１の延出片４４に対向させ
て、端子装置１Ｂと取付台１０の互いの長手方向を揃える。そして、上述した端子装置１
Ａと同様に、端子装置１Ｂの下ケース６と取付台１０の溝部１０ｂとを対向させながら端
子装置１Ｂを溝部１０ｂに押圧して挿入することで、端子装置１Ｂが取付台１０に取り付
けられる。ネジ１３は、端子装置１Ｂの第１の延出片４４の孔部９に挿通して端子台１６
のネジ孔８に螺合することで取り付けられる。
【００３２】
　ここで、端子装置１Ａの第１の延出片４４は、端子装置１Ｂの第２の延出片４５に対し
て第２の延出片４５の厚さ幅程度だけ下ケース６寄りに配置されるので、隣接し合う端子
装置１Ａ，１Ｂの下ケース６，６同士を互いに面一としながら、端子装置１Ａの第１の延
出片４４と端子装置１Ｂの第２の延出片４５とを、互いの孔部９，９の中心部が一致する
ように重ね合わせることができる。そして、ネジ１２を前記２つの孔部９，９に挿通して
端子装置１Ａの端子台１６のネジ孔８に螺合することにより、図３（ｂ）に示すように、
端子装置１Ａと端子装置１Ｂとが連結されて電気的に接続される。尚、端子装置１Ａ，１
Ｂを取付台１０から取り外す際には、ネジ１２を螺退させて取付台１０の側片１０ａ，１
０ａを手動で前後方向に対して拡開させながら先に端子装置１Ｂの段部５４を受部１０ｃ
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【００３３】
　そして、分電盤内に取り付けられた端子装置１は、図４に示すように配線される。即ち
、電線１４（図４中では３本のみ図示）の一端部を端子装置１（図４中では端子装置１Ａ
のみ図示）の挿通孔５１に各々挿通する。電線１４の他端部は分電盤内の分岐ブレーカ（
図示せず）と対応する電源コンセント（図示せず）のアース端子に接続される。挿通され
た電線１４の前記一端部は、各々ケース２内で対応する錠ばね３の押圧片３２によって端
子板４の端子片４３に押し当てられるとともに、鎖錠片３１が前記一端部に食い込んで係
止することにより鎖錠接続される。電線１４を端子装置１から引き外すには、各々の挿通
孔５１の前方に貫設される溝５２に、例えばマイナスドライバを係合させて鎖錠片３１を
下方に押圧することで前記係止を解除すればよい。
【００３４】
　また、端子装置１Ａの左端部側の第２の延出片４５には、図４に示すように、接地線１
５が接続される。尚、接続線１５の先端部には丸型端子１５ａが配設されており、ネジ１
１が丸型端子１５ａの孔と第２の延出片４５の孔部９とを挿通してネジ孔８に螺合するこ
とで、接地線１５が端子装置１Ａに固定されている。
【００３５】
　以下、この様に取り付けられる本実施形態の端子装置１の作用について説明する。特許
文献１に記載の端子装置８０は、従来技術で述べた通り、分電盤８７内に複数取り付ける
場合、新たに接続板９０を用意する必要があり、部材点数が増えるという問題や、１つの
接続板９０に対してネジ８６，８６で２箇所ネジ止めする必要があり、組立作業性が悪い
という問題があった。これに対して本実施形態の端子装置１は、第１及び第２の延出片４
４，４５を備え、第１の延出片４４は、第２の延出片４５に対して第２の延出片４５の厚
さ幅程度だけ下ケース６寄りに配置される。従って、上述した通り例えば２つの端子装置
１Ａ，１Ｂを分電盤内に取り付ける場合、隣接し合う下ケース６，６同士を互いに面一と
しながら、端子装置１Ａの第１の延出片４４と、端子装置１Ｂの第２の延出片４５とを互
いの孔部９，９の中心部が一致するように重ね合わせることができる。そして、１本のネ
ジ１２で１箇所をネジ止めするだけで端子装置１Ａと端子装置１Ｂとを連結させて電気的
に接続することができる。従って、複数設置する場合でも部材点数を増やすことなく、且
つ組立作業性を向上させることができる。
【００３６】
　尚、上述では２つの端子装置１Ａ，１Ｂを取付台１０に取り付けて連結させる場合を例
に挙げて説明したが、この限りでなく、端子装置１Ａ，１Ｂ，１Ｃ・・・といったように
多数を連結させることも可能である。但し、この場合も端子台１６を２つ備えた端子装置
１Ａから取付台１０の左端部に先に取り付けて、後から端子台１６を１つだけ備えた１Ｂ
，１Ｃ・・・を順に取り付ければ取付台１０の左右両端部に必ず端子台１６が配置される
ので、接地線１５を取付台１０の端部側に接続することができ、全体としての見映えも良
くすることができる。
【符号の説明】
【００３７】
　１　端子装置
　２　ケース
　３　錠ばね
　９　孔部
　１７　速結端子
　４４　第１の延出片
　４５　第２の延出片
　５１　挿通孔
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フロントページの続き

【要約の続き】
２の延出片４５の厚さ幅程度だけケース２の底部寄りに配置される。
【選択図】図１
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